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国交付金を活用したツキノワグマの被害対策に係る県の取組

適正管理に向けたゾーニングと取組内容

奥山（個体群の保全） 人の生活圏（問題個体排除）緩衝地帯（被害の未然防止）

環境省交付金を活用した県の事業イメージ

a.緩衝地帯での生息状況調査

b.環境点検（出没ルートや出没要因分析）

c.出没抑制対策の実施（刈払・誘引物除去）

d.被害対策研修会の実施（他地域への波及） ※捕獲従事者の育成も実施

個体数調査 生息状況調査

誘引物除去

刈り払い問題個体捕獲

（農村地域は農水省交付金、市街地は環境省交付金等で対応）

情報発信

出没訓練

人材育成

緊急捕獲

②複合対策を実施（単年度）①モデル地域の設定 ③問題個体捕獲
効
果
が
無
い
場
合

県の取組方針

●個体群の保全と被害の低減のスタンスは維持しつつ、人身被害の未然防止に向けた取組を強化する。

●農水省及び環境省交付金を活用し、緩衝地帯において生息状況調査や出没抑制対策、問題個体捕獲を実施。

→ 環境省交付金では、対策モデル地域において、調査や出没抑制対策、捕獲等の複合対策を実施予定。
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